
	愛媛県告示第１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川之江市妻鳥地区土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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告 示

平成１５年１月１０日金曜日 第１４２１号

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

新居浜協立病院 新居浜市若水町一丁目
７番４５号

愛媛医療生活協
同組合

平成１７年
１２月２１日
まで

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 海 敏 雄 川之江市妻鳥町２２０１番地

〃 石 村 春 重 川之江市妻鳥町２３８６番地の３

〃 佐 藤 博 司 川之江市妻鳥町２６８２番地

〃 南 新太郎 川之江市妻鳥町２８４３番地の２

〃 石 村 廣 美 川之江市妻鳥町１８４１番地の１

〃 篠 原 茂 市 川之江市妻鳥町１３６６番地

〃 高 橋 道 弘 川之江市妻鳥町１３１６番地１

〃 篠 原 一 男 川之江市妻鳥町１４２３番地

〃 篠 原 良 孝 川之江市妻鳥町１０５６番地の１

〃 佐 藤 博 川之江市妻鳥町６２７番地

〃 石 川 義 照 川之江市妻鳥町９１８番地の１

〃 篠 原 祥 一 川之江市妻鳥町３１２番地の１

〃 守 谷 幸 茂 川之江市妻鳥町１２４番地

〃 森 實 重 隆 川之江市妻鳥町７２番地の１

〃 横 尾 晟 一 川之江市川之江町２３番地の３

監 事 高 橋 正 廣 川之江市妻鳥町６２７番地の３

〃 井 川 眞 治 川之江市妻鳥町２６７０番地

〃 石 川 健 川之江市妻鳥町１２３６番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 海 敏 雄 川之江市妻鳥町２２０１番地

〃 石 村 春 重 川之江市妻鳥町２３８６番地の３

〃 石 川 邦 男 川之江市妻鳥町２７２９番地

〃 佐 藤 常 磐 川之江市妻鳥町２６７７番地

〃 石 村 廣 美 川之江市妻鳥町１８４１番地の１

〃 篠 原 茂 市 川之江市妻鳥町１３６６番地

〃 高 橋 道 弘 川之江市妻鳥町１３１６番地

〃 篠 原 一 男 川之江市妻鳥町１４２３番地

〃 篠 原 良 孝 川之江市妻鳥町１０５６番地の１

〃 佐 藤 博 川之江市妻鳥町６２７番地

〃 石 川 義 照 川之江市妻鳥町９１８番地の１
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	愛媛県告示第３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川内町吉久土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
	愛媛県告示第４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・田合地区）の

施行を平成１４年１２月２５日認可した。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第５号
船木泉川（池田池）土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）

・田出原池地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・田出原池地区）計画書の写し

� 船木泉川（池田池）土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
	愛媛県告示第６号
西条市禎瑞土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・相生五

番（１）地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・相生五番（１）地区）計画書の写し

� 西条市禎瑞土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

西条市役所

�������
	愛媛県告示第７号
伊予三島市豊岡町土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

長田地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・長田地区）計画書の写し

� 伊予三島市豊岡町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

伊予三島市役所

�������
	愛媛県告示第８号
明浜町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・火道地区）の施行は、適当と認められ

〃 川 端 正 雄 川之江市妻鳥町３８０番地の３

〃 守 谷 一 成 川之江市妻鳥町１２６番地

〃 守 谷 幸 茂 川之江市妻鳥町１２４番地

〃 横 尾 晟 一 川之江市川之江町２３番地の３

監 事 石 川 義 幸 川之江市妻鳥町２９５６番地の１

〃 石 川 健 川之江市妻鳥町１２３６番地の１

〃 高 橋 正 廣 川之江市妻鳥町６２７番地の３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 芳 典 温泉郡川内町大字吉久２３番地

〃 大 西 猛 温泉郡川内町大字吉久１３５番地１

〃 大 西 和 重 温泉郡川内町大字吉久５５５番地

〃 大 西 栄 二 温泉郡川内町大字吉久４２８番地１

〃 福 島 季 一 温泉郡川内町大字吉久１９６番地１

〃 相 原 正 文 温泉郡川内町大字吉久２５９番地

監 事 古 田 克 徳 温泉郡川内町大字吉久５０３番地

〃 相 原 茂 隆 温泉郡川内町大字吉久１９４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 一 雅 温泉郡川内町大字吉久３１番地

〃 相 原 貞 夫 温泉郡川内町大字吉久２２８番地

〃 菅 野 真 一 温泉郡川内町大字吉久２６番地２

〃 大 西 岩 雄 温泉郡川内町大字吉久４１２番地

〃 大 西 久 則 温泉郡川内町大字吉久５９３番地

〃 相 原 勉 温泉郡川内町大字吉久２０３番地

監 事 大 野 隼 数 温泉郡川内町大字吉久４１番地

〃 相 原 茂 隆 温泉郡川内町大字吉久１９４番地

愛 媛 県 報平成１５年１月１０日 第１４２１号
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るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・

火道地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

明浜町役場

�������
	愛媛県告示第９号
明浜町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・午太郎地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２

第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・午太郎地区）計画書の写し

� 明浜町土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

明浜町役場

�������
	愛媛県告示第１０号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整

備事業・窪鳥地区）の計画の変更は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及

び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・窪鳥地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

松山市役所
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	愛媛県告示第１１号
松山市営基盤整備促進事業太尺寺地区（太尺寺第１工区）

の換地計画認可申請は、適当と決定したので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４及び第５２条の２第４項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
	愛媛県告示第１２号
松山市営基盤整備促進事業太尺寺地区（太尺寺第２工区）

の換地計画認可申請は、適当と決定したので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４及び第５２条の２第４項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１５年１月１４日から２月１０日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
	愛媛県告示第１３号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第４項の規定によ

り海岸保全区域を廃止したので、海岸保全区域の指定（昭和

３３年３月愛媛県告示第２７５号）の一部を次のように改正する

。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別表１の表唐津崎の項区域の欄を次のように改める。

同 大字宮崎字七五三ヶ浦乙１７８番地先から

同 字番所乙２１１番１地先まで及び

同 乙３２９番２５地先から

同 字白岩乙３３１番２地先まで

�������
	愛媛県告示第１４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基

づき、平成１４年１２月２７日、肱川地域森林計画を立てた。

肱川地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は

、八幡浜地方局産業経済部林業課、大洲林業課及び宇和林業

課において公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、平成１４年１２月２７日、東予地域森林計画を変更した。

東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計

画図は、西条地方局産業経済部林業課、伊予三島林業課及び
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丹原林業課において公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、平成１４年１２月２７日、今治松山地域森林計画を変更した

。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森

林計画図は、今治地方局産業経済部林業課及び松山地方局産

業経済部林業課において公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、平成１４年１２月２７日、中予山岳地域森林計画を変更した

。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森

林計画図は、松山地方局産業経済部久万林業課において公衆

の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、平成１４年１２月２７日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計

画図は、宇和島地方局産業経済部林業課及び御荘林業課にお

いて公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西宇和郡三崎町明神４３１の３から４３１の５まで

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
	愛媛県告示第２０号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局御荘土木事務所及び城辺町役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡城辺町鯆越３００番から同３１１番までの地先

公有水面

イ 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線、８点

と９点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．１０メートル）における公有水面と陸との境界線、並

びに９点と１点を結ぶ公有水面と鯆越防波堤（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋２．１０メートル）との境界線により囲まれた区

域

基点（南宇和郡城辺町鯆越３００番地先の鯆越防波堤

に設置された金属鋲）は、北緯３２度５６分３４秒、東経１

３２度３４分４８秒の地点

１点は、基点から真北２５４度１５分１２秒４０．２８メート

ルの地点

２点は、１点から真北１６５度０６分２４秒１．７１メートル

の地点

３点は、２点から真北２５５度０６分２４秒３．１０メートル

の地点

４点は、３点から真北１６５度０６分２４秒８４．３３メート

ルの地点

５点は、４点から真北２０６度５６分３２秒８６．７３メート

ルの地点

６点は、５点から真北１１６度５６分３２秒３．１０メートル

の地点

７点は、６点から真北２０６度５６分３２秒８．３０メートル

の地点

８点は、７点から真北２９７度００分０６秒２９．７０メート

ルの地点

９点は、８点から真北１１度５０分４３秒１５５．７１メートル

の地点

ウ 面積

４，４３７．１４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡城辺町鯆越３００番から同３１１番までの地先

公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＰ点までを順次直線で結んだ線及びＰ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡城辺町鯆越３００番地先の鯆越防波堤

に設置された金属鋲）は、北緯３２度５６分３４秒、東経１
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３２度３４分４８秒の地点

Ａ点は、基点から真北４９度５２分３６秒１０．７６メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１６５度０６分２４秒８７．６３メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１８６度０１分２８秒４４．６２メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２０６度５６分３２秒１３１．４４メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２９６度５６分３２秒８６．００メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２６度５６分３２秒４３．００メートル

の地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北５４度５３分２７秒２６．００メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１２度３６分３６秒２３．００メートル

の地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北５７度４５分３０秒１１．５０メートル

の地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北０度３６分０８秒１０．５０メートル

の地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１６度５５分０６秒１３．５０メートル

の地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北３１７度５９分１３秒４１．５０メート

ルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３５９度２２分１４秒２９．００メート

ルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北３３２度４８分５０秒１２．９１メート

ルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北８２度３５分４７秒１１．７８メートル

の地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北４７度２５分１３秒１５．７６メートル

の地点

ウ 面積

１９，９６９．８３平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１４年１２月３日

	愛媛県告示第２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡面河村笠方１９７５番３
旧 ８．４～１２．３ ０．０８２

新 １０．３～１９．８ ０．０８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡面河村笠方１９７５番３ 平成１５年１月１０日
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	愛媛県告示第２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡広田村満穂６１０番から

同村満穂１７９９番まで

旧 １２．０～５９．０ ０．７８６

新 １７．０～５９．０ ０．７８６

県 道 上尾峠久万線
伊予郡広田村満穂３９１番１から

同村満穂３９６番１まで

旧 ６．０～９．５ ０．０２９

新 ９．４～１５．１ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡広田村満穂６１０番から

同村満穂１７９９番まで
平成１５年１月１０日

県 道 上尾峠久万線
伊予郡広田村満穂３９１番１から

同村満穂３９６番１まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町大字柴甲１３６４番１地先から

同大字甲１３５９番３地先まで
平成１５年１月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 山鳥坂名荷谷線
喜多郡肱川町大字中居谷３０２番地先から

同大字２８８番２まで

旧 ３．９～１２．５ ０．０９２

新 ４．１～１２．５ ０．０９２
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	愛媛県告示第２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 山鳥坂名荷谷線
喜多郡肱川町大字中居谷３０２番地先から

同大字２８８番２まで
平成１５年１月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員 延 長 備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡河辺村大字三嶋２３６０番地先から

同大字２６９５番２まで
１０．１～１２５．６ １．５３８

メートル キロメートル

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡河辺村大字三嶋２３６０番地先から

同大字２３７３番３まで
平成１５年１月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和高山線
東宇和郡明浜町大字高山乙８３８番２から

同大字甲２３２２番２まで

旧 ７．８～１５．８ ０．０９６

新 １２．６～６０．３ ０．０９６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和高山線
東宇和郡明浜町大字高山乙８３８番２から

同大字甲２３２２番２まで
平成１５年１月１０日
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	愛媛県告示第３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線
東宇和郡野村町大字富野川１８１番４から

同大字１８２番３まで

旧 ３．９～６．８ ０．０４４

新 ９．５～１０．７ ０．０４４

〃 〃
東宇和郡野村町大字富野川３２０番２から

同大字４８７番２まで

旧 ４．８～１７．５ ０．２８６

新 ５．５～３０．０ ０．２８６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線
東宇和郡野村町大字富野川１８１番４から

同大字１８２番３まで
平成１５年１月１０日

〃 〃
東宇和郡野村町大字富野川３２０番２から

同大字４８７番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２０５３番から

同大字２０２４番まで

旧 ５．４～１２．８ ０．０９０

新 １３．６～２１．０ ０．０８９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２０５３番から

同大字２０２４番まで
平成１５年１月１０日
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	愛媛県告示第３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画下水道松山公共下水道の変更に係る都市計画の図書の写

しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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	愛媛県告示第３９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、南予レクリエ

ーション都市計画火葬場の変更に係る都市計画の図書の写し

を愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３６号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、次のとおり基幹道路の改築工事を愛媛県

において実施する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第３７号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、次のとおり基幹道路の改築工事を愛媛県

において実施する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の開始の日

菊 間 町 町 道 高田西山線
越智郡菊間町西山１３０番から

同町西山２６６番まで
改 築 平成１５年１月１０日

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の開始の日

肱 川 町 町 道 ダム河辺橋線
喜多郡肱川町大字山鳥坂２６４番から

同大字２３４番まで
改 築 平成１５年１月１０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

松局建（開）第１６号

平成１４年１２月９日

北条市中西外字郷境９７４番１、９７５番１、９７６番１、９７７番１、９７８番
１、９７９番１、９７９番５、９７９番６、９８０番１、９８０番５、９８１番１、９８
１番３、９８２番１、９８２番２、９８３番１、９８４番１、９８５番１、９８５番３、
９８６番１、９８６番２、９８７番１、９８７番４、９８８番１、９８８番４、９８８番
６、９８９番１、９８９番２、９９１番１、９９１番３、９９１番４、９９２番１、９９
３番１、９９４番１、９９６番１、９９７番１、９９８番１及び９９９番１

松山市千舟町八丁目１２８番地１
えひめ中央農業協同組合
代表理事組合長 村 上 光 夫

松局建（開）第１７号

平成１４年１２月９日
北条市別府１０６９番３

北条市別府１０７４番地
河 邊 正

西局丹土（開）第２４号

平成１４年１２月１０日
東予市三芳１３０５番１

東予市三芳１４３番地の１
藤 田 勝 治

松局建（開）第１８号

平成１４年１２月１０日
温泉郡重信町大字見奈良字堂之本８９０番１

温泉郡重信町大字見奈良３５５番地２
佐 伯 義 明

松局建（開）第１９号

平成１４年１２月１０日
温泉郡重信町大字南野田字若宮１２８番地５

温泉郡重信町大字見奈良５３０番地１
重信町長 和 田 治 樹
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	愛媛県告示第４１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東宇和郡宇和町大字下松葉７５５番及び７５８番

２ 申請人の住所氏名

東宇和郡野村町大字野村１０号３４９番地１

有限会社野村不動産

代表取締役 清水 勲

３ 図面省略
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	愛媛県告示第４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東宇和郡宇和町大字下松葉７６６番７、７６９番、７７０番１

及び７６７番１

２ 申請人の住所氏名

東宇和郡野村町大字野村１０号３４９番地１

有限会社野村不動産

代表取締役 清水 勲

３ 図面省略

	公 告

（松山地方局） 愛媛県事務吏員 寺 崎 哲 郎

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第１項第１

号及び第２号の規定に基づき本職を免ずる。（平成１５年１月

１０日付け）

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

西局建（開）第２２号

平成１４年１２月１１日
西条市下島山字西影之上甲８９９番１及び甲９９３番８

西条市下島山９２３番地
三 浦 速 人

松局伊土検（開）第４７号

平成１４年１２月１３日
伊予郡松前町大字中川原字新開２２９番４

松山市北吉田町７７番地
ダイソーアパート５号
本 多 浩 二

西局建（開）第２３号

平成１４年１２月２６日
西条市飯岡字申塚１８８５番１

西条市飯岡１７４２番地の１
越 智 司

松局伊土検（開）第４８号

平成１４年１２月１６日
伊予市上吾川字松本甲１６１番２

伊予市湊町６５番地の４
紺 堂 四 五 六

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年１２月２６日 特定非営利活動法人
機能紙研究会 稲 垣 寛 川之江市川之江町４０８４番１ 本会は、特殊機能を有する各種の繊維状物

からなる薄物葉（以下「機能紙」という）
の製造技術およびその加工技術の研究開発
に寄与するための調査研究事業、およびそ
れらの技術の普及向上を図るための教育啓
発に関する事業等を行い、もって社会全体
の利益の増進に寄与することを目的とする
。

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１５年１月１０日 第１４２１号

１０



�������
	公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年１月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

道路管理情報システム用機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

道路管理情報システム用機器一式（サーバ装置一式、

ソフトウェア一式、周辺機器一式、搬入、据付け、配線

、調整、保守等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１５年３月１７日から３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１４

年度及び平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県土木部道路都市局道路維持課道路安全係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ３４３３

� 入札書の受領期限

平成１５年２月２０日（木）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１５年２月２０日（木）午後２時

愛媛県庁第二別館５階土木部入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Computer Equipment and Related Services for
Road Management Information System

� Deadline of tender：２：００ p．m．，２０ February２００３
� For further information，please contact：
Road Safety Section，Road Maintenance Division，
Road and City Bureau Department of Public Works，

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年１２月２６日 特定非営利活動法人
松球会 野 口 克 幸 松山市中央一丁目１８番４３号 この法人は、スポーツを通して思いやり、

協調性に富む健康で明るい青少年及び成年
を育成し、元気溢れるまち「野球王国」を
目指し、地域、個人、団体、商店街組合等
と連携し、観光をも視野に入れた地域振興
、まちづくりの推進を図る活動を支援する
ためのスポーツ施設整備事業を行い、もっ
て公益の増進に寄与することを目的とする
。
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